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「新たな行革大綱に向けた中間とりまとめ」に関する 

意見募集（パブリック・コメント）結果 
 
１ 募集期間 

   平成 21 年 10 月 15 日（木）から平成 21 年 11 月 16 日（月）まで 
２ 提出された意見 

   ４６名、６４件 
３ 応募の状況 

（１）提出の方法 
 

郵便 ファクシミリ 電子メール その他 合計 
３１ ４ ３ ８ ４６ 

 
（２）性別 
 

男性 女性 不明 合計 
３２ １３ １ ４６ 

 
（３）年代別 
 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 合計 
３ ８ １０ ６ ８ １１ ４６ 

 
（４）地域別 
 
名古屋 尾張 海部 知多 西三河 東三河 合計 
１７ １２ ３ ３ ７ ４ ４６ 

 
（５）職業別 
 
会社員 無職 主婦 公務員 アルバイト・パート 農業 不明 合計 
１７ １２ ９ ３ ３ １ １ ４６ 
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４ 意見の概要と県の考え方 

①「策定の背景」についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

１ これまでの改革の実績は評価でき

る。不断の改善に取り組んでいくと

いう方針は、今後も大切にしてほし

い。 

○今後も手を緩めることなく、行政

改革に取り組んでまいります。 

２ 他の自治体に比べて県の行政改革

は手ぬるいのではないか。 
○例えば、職員数（一般行政部門）

の削減率は全国トップレベルの水

準にあり、本県のこれまでの行政改

革は、他県に引けを取らない内容と

考えております。 
 
○大綱では、これまでの本県の行政

改革の実績を、より詳しく記述しま

した。今後も、改革の進捗状況につ

いて、積極的に公表してまいりま

す。 
 

②「行政改革の基本的な考え方」についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

３ 日本の国力が衰退していく中で、全

ての事業を縮小していくことが当

然だという認識が必要である。 

○現下の厳しい財政状況を踏まえ、

事務事業を改めて徹底的に見直し

てまいりますが、その際、広域自治

体として県が真に果たすべき役割

を見極め、集中を図るという視点を

もって取り組んでまいります。 
 

４ 県民や県内自治体に財政状況に対

する危機感が薄いのではないか。ま

ずは、職員はもちろん、県民の意識

を危機モードにもっていくのが改

革の第一歩なのではないか。 

○これまでも、予算発表など機会を

捉えて、県の財政状況を公表してま

いりましたが、今後も、県民の皆様

のご理解が進むよう、積極的に公表

してまいります。 
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５ 改革の目標の「新しい公」とは何か

がわからない。県として福祉や教育

などの役割を果たすのは当然のこ

と。 

○「新しい公」については、その意

図するところを、大綱の本文中によ

り詳しく記載いたしました。 
 
○県が、安心・安全を始めあらゆる

分野で、広域自治体としての役割を

しっかり果たし続けることについ

ても、改めて記載いたしました。 
 

６ 行政の質や効率を向上する改善に

重きを置くべきだ。 
○量の改革と質の改革を並行して

推進することが重要であると考え

ており、仕事の工夫・改善を含め、

効果・効率といった行政の質の向上

に取り組んでまいります。 
 

７ 費用対効果により一刀両断にする

のではなく、実情を重視した行革を

続けていくべきだ。 

○量の改革と質の改革を並行して

進めてまいります。また、その際、

企画立案段階からの県民参画の拡

大や、現場のニーズや創意を活かし

た工夫・改善といった視点を重視し

てまいります。 
 

８ 既存の組織を守ろうとする意識が

働くので、その意識をどう変えるか

ということが大切である。県行政も

すべての方面で見直しを進めてほ

しい。 

○現下の厳しい財政状況を踏まえ、

事務事業を改めて徹底的に見直し

てまいります。その際、広域自治体

として県が真に果たすべき役割を

見極め、前例にとらわれず、仕事の

内容のみならず、その進め方を含め

再度検証するという視点で取り組

んでまいります。 
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９ 行政のあり方が問われる昨今だか

らこそ、型破りな発想が必要。 
○行政改革は、地道な努力を、手を

緩めず継続していくことが基本に

なると考えておりますが、新たな課

題に対しては、新しい発想で取り組

んでまいりたいと考えております。

 
１０ 問題は先送りすればするほど解決

が困難になる。構造的な問題の解決

は極力先送りせず、一歩ずつでも進

めていくべき。 

○副題に掲げた「確かな未来へ」と

いう言葉のなかに、持続可能な社会

に向け、一歩一歩改革を進めていく

思いを込めたところであり、努力し

てまいります。 
 

１１ 行革の効果を歳出削減や職員定数

の削減で示すのは疑問。県民の生活

の質の向上や職員のやりがいで測

られる行革が必要。 

○分かりやすさという点で、削減額

等を示すことが多くなることはあ

りますが、スリム化である量の改革

と、行政の質の向上である質の改革

に並行して取り組んでまいります。

 
１２ 県の仕事は、税金で成り立っている

ということを職員一人ひとりが改

めて認識し、無駄を極力排除すべき

だ。 

○職員一人ひとりが、全体の奉仕者

としての意識を徹底するとともに、

業務の効率化を取組項目として掲

げ、事務の簡素化や徹底した無駄・

重複の排除によって、能率の向上と

コストの縮減を図ってまいります。

 
１３ 改革も必要だが現状のよい面を損

なう改悪にならないように注意す

べきだ。 

○大綱の策定に当たっては、県民の

皆様のご意見や現場の声をお聴き

し、改革の必要性や課題を十分検討

してまいりました。今後も、そうい

った姿勢をもって改革に取り組ん

でまいります。 
 

１４ 具体的な数字を掲げて取り組むべ

きだ。 
○行革効果額をはじめ、１５の数値

目標を設定いたしました。 
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１５ 県民にどのような影響があるのか、

行革の成果がどのように生かされ

るのかわからない。 

○行政改革の成果を活用しながら、

県民福祉の維持・向上に取り組んで

きた旨を記載いたしました。 
 

１６ 昨年秋以降の状況から、これまでの

県政運営のあり方を反省すべきで

はないか。「活力」で表現される県

から「安心」で表現される県へが「改

革」のテーマだと思う。 

○県が、安心・安全を始めあらゆる

分野で、広域自治体としての役割を

果たしていく旨を改めて記載しま

した。 
 
○大きく経済情勢が変動しても、県

の役割と責任を将来にわたって果

たしていくため、身の丈に合った行

政サービスを安定的に提供するこ

とができる持続可能で質の高い行

財政体制の構築を目指してまいり

ます。 
 

③「主要取組事項に関する取組方向」についての意見 

(1)「健全で持続可能な行財政基盤の確立」についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

１７ 県の財政運営には、目先のコスト削

減以外に戦略が感じられない。 
○かつてない危機的な財政状況を

踏まえ、これまで以上に歳入の確保

と歳出の抑制に努めてまいります。

 
○この５年間においては、身の丈に

合った行政サービスを安定的に提

供する持続可能な財政基盤を確立

できるよう、赤字に陥らないのはも

ちろんのこと、地方財政健全化法に

おける財政指標を健全な水準に維

持することに全力で取り組んでま

いります。 
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１８ 県も財政再生団体にならないよう

に、行財政改革に取り組んでもらい

たい。 

○赤字に陥らないのはもちろんの

こと、地方財政健全化法における財

政指標を健全な水準に維持するこ

とに全力で取り組んでまいります。

 
１９ 景気の急速な回復が見込みにくい

環境を踏まえ、今後の税収見込みは

極力慎重なものであるべきだ。 

○景気の先行きは不透明であり、県

税収入の急回復は望めないと考え

ております。景気が本格的な回復軌

道に乗り、急激に落ち込んだ税収が

元に持ち直すまでの間は、地方交付

税の交付団体で推移すると見込ん

でおります。 
 

２０ 財務目標は極力債務（借入）残高に

一本化して明確に示すべきだ。 
○財政運営・財政健全化の目標とし

て、複数の指標を設定しております

が、その一つとして特例的な県債を

除いた通常の県債の残高の抑制を

掲げております。 
 

２１ 県は貸借対照表を公表しているが、

十分に活用されていないのではな

いか。資産債務改革を推進するため

には、貸借対照表を中心にした分析

や計画づくりを進める必要がある

と思う。 

○複式簿記・発生主義といった企業

会計の慣行を参考にした会計処理

を導入し、より効果的な財務書類４

表（貸借対照表、行政コスト計算書、

純資産変動計算書、資金収支計算

書）の作成・活用を図ることとし、

平成２２年度から取組に着手いた

します。 
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２２ 財政再建を進めていくためには、中

長期的な取組が必須であり、その道

筋を示すためにも、複数年度予算の

策定（または、実質的に複数年度予

算とみなせる仕組づくり）を進める

べきだ。 

○平成１５年度決算分より、各部局

の節約努力による不用額の一定割

合を翌々年度事業の財源の一部と

して活用できる手法を取り入れて

おります。平成２２年度からは、そ

の割合を引き上げ、各部局における

効率的な予算執行に向けた取組を

一層推進してまいります。 
 
○なお、平成１１年度以降、県では、

「財政中期試算」を作成・公表し、

中期的な財政運営にも留意してい

ます。 
 

２３ 思い切って廃止する事業があって

もよいが、廃止になる事業もあると

いうことをもっと県民にアピール

して理解を得るべきだ。 

○さまざまな機会をとらえ、大綱の

内容及び進捗状況につきまして、県

民の皆様に積極的にＰＲするとと

もに、透明性の高い県行政を推進し

てまいります。 
 

２４ 県庁の各部局で事業の順位付けが

できるよう、予算査定の仕組を改め

るべきだ。 

○２１年度に実施した事務事業の

総点検の結果を活用し、毎年度の予

算編成において、必要性、役割分担

及び実施手法の見地から、事務事業

の見直しを徹底してまいります。 
 
○なお、一般行政経費については、

既に各部局への枠配分方式として

おり、付与した財源の範囲内で各部

局長の判断と責任において事業毎

に一律な削減を行うことなく、関係

者等と十分に調整を図りながら真

に必要な施策へ重点配分しており

ます。 
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２５ 非常に厳しい財政状況の中であり、

真に重要な施策を選択して、ヒト・

モノ・カネを集中させるべきだ。 

○都道府県に求められる標準的な

行政水準を踏まえながら、重点課題

を絞り込み、短期、中長期といった

時間軸の上で優先順位を付けて政

策を推進する旨を明記しました。 
 

２６ 県は、国が行っている「事業仕分け」

を実施しないのか。 
○事業仕分けについては、判断基準

や民意を代表する議会との関係な

ど、多くの課題があると現時点では

認識しております。 
 
○なお、大綱の策定に合わせ、平成

２１年度に事務事業の総点検を実

施したところであり、その結果を活

用しながら、毎年度の予算編成にお

いて必要性、役割分担及び実施手法

の見地から事務事業の見直しを徹

底してまいります。 
 

２７ 社団法人による講習会に参加した

が、とても生かされることのない内

容であきれてしまった。こういうこ

とを正していくべきだ。 

○事務事業については、必要性、役

割分担及び実施手法の見地から、見

直しを徹底してまいります。 

２８ 民間委託を過度に進めると質が落

ちないか心配である。 
○民間委託の検討に当たっては、公

共サービス基本法の趣旨を踏まえ、

サービスの質が確保されるよう、委

託先の選定から業務終了まで行政

としての責任を全うすることに留

意することを明記しております。 
 

２９ 公の施設の見直しについては、具体

的内容（方針・時期）が明確でない

ように思われる。今後 5 年間のタ

イムスケジュールを明確化して方

針を決定していくべきだ。 

○公の施設を含め個別取組事項に

ついては、工程表として、取組内容、

実施時期等を記載しました。 
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３０ 同じような施設について、所管部局

が分かれているが、部局間の重複を

なくすことにより、コスト削減や人

員の再配置が図れるのではないか。

○この大綱に基づく新たな取組と

して、県有施設全体の現状を調査

し、その結果を踏まえて、より戦略

的に県有施設を利用・管理・保全し

ていくための仕組の構築に向けて

検討してまいります。 
 

３１ 県関係団体が多すぎて天下りの根

源になっている。 
○県関係団体については、これまで

も統廃合を進め、平成１０年度の３

７団体が現在は２０団体となって

おります。 
 
○今後も、公益法人認定、指定管理

者の公募結果及び第三セクター等

の経営改革などの諸課題の動向を

注視しつつ、引き続き統廃合や役割

の見直しを検討してまいります。 
 

３２ 各団体・事業の内容を十分に吟味

し、その公的役割が明確であり、必

要性が認められるものについては、

十分な資金（資本）投入を行う一方、

民間で行う方が望ましい事業は民

間に譲渡したり、公的役割を終えた

ものは早々に清算・廃止に持ってい

くなど、メリハリの付いた対応が必

要だ。 

○県が出資する法人については、公

益法人認定の動向を注視しつつ、出

資について必要性を検証するなど、

引き続き経営改善の促進、関与の見

直し及び統廃合を進めてまいりま

す。 
 



10 

３３ これからは公共施設の維持補修が

課題になる。 
○この大綱に基づく新たな取組と

して、県有施設全体の現状を調査

し、その結果を踏まえて、県有施設

の利用の最適化、管理業務委託の仕

様の共通化などによる効率化、計画

的な保全管理など、県有施設をより

戦略的に利用・管理・保全していく

ための仕組の段階的な構築に向け

て検討してまいります。 
 

３４ 自治体の事務フローにおいては依

然として非効率な伝統的な形態が

残っている。時間短縮や人件費の圧

縮をめざして、従来の事務フローを

見直すべきだ。 

○業務の簡素化、効率化を進めると

ともに、全庁に共通する業務につい

て、統合、集約等することによる効

率化や簡素化を推進してまいりま

す。 
 

３５ 無意味かつ無駄な陳情活動や海外

渡航は削減すべきだ。 
○事務事業については、必要性、役

割分担及び実施手法の見地から、見

直しを徹底してまいります。 
 

３６ 公共工事の立案から完了までに時

間がかかりすぎる。 
○公共工事に関する総合的なコス

ト縮減を進めるために策定した「愛

知県公共事業コスト構造改善プロ

グラム」（平成 21 年 7 月）におい

ても、「協議手続きの迅速化・簡素

化」や「重点的な投資等による事業

効果の早期発現」が施策として取り

上げられているところであり、今後

も公共事業において引き続き早期

完了に努めてまいります。 
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(2)「分権・協働型社会を先導する県庁づくり」についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

３７ 県は、県独自の政策を積極的に実行

することによって、分権改革の効果

をあげてほしい。 

○地方分権改革推進計画に基づく

義務付け・枠付けの見直しによる自

由度の拡大に伴い、事務事業のあり

方を検討し、地域の実情にあった取

組を進めてまいります。 
 

３８ 県は、市町村の実情の把握に努め、

国政との間での盾、潤滑油として機

能するよう配慮すべきだ。 

○広域自治体として、国と市町村間

の連絡調整を行うことは、県の重要

な役割であると認識しており、その

際、市町村の実情や考え方に十分配

慮してまいります。 
 

３９ 県と名古屋市の事業には、重複して

いる事業が少なくないのではない

か。 

○市町村の事業と目的・手段が類似

する県の事務事業については、県と

市町村の役割分担を踏まえて事務

事業を見直し、可能な限り事務の重

複を解消する旨を記載しておりま

す。 
 

４０ 市町村が基礎自治体として自主

的・自律的な行政運営を実施してい

くためにはこれまで以上に市町村

合併を促進する必要がある。県が市

町村との協働体制を強化していく

ためにも、県独自の市町村合併促進

策を講じるべきだ。 

○合併した市町村の一体的なまち

づくりを引き続き支援するととも

に、合併をめざす市町村の自主的な

取組についても、支援を行う旨を記

述いたしました。 
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４１ 「新しい公」に関わるさまざまな団

体の活動について、県も何かしてほ

しい。特に市町村ではできない部分

に力を発揮してほしい。 

○「新しい公」において、県は、資

金、人材、情報など地域の限りある

資源を効果的・効率的に配分、調整

し、各主体の力を引き出していく役

割を担ってまいります。 
 
○ＮＰＯとの協働に関しては、県政

各分野における課題について、問題

点や展望等を共有するための協働

ロードマップづくりを進めるとと

もに、市町村とＮＰＯとの協働に関

する支援やＮＰＯに関する情報発

信を始め、ＮＰＯ活動への広域的な

支援を行ってまいります。 
 

(3)「効率的かつ適正で創造力あふれる行政組織の実現」についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

４２ ①定員、給与等の大幅削減、②透明

性の高い県政の推進、③仕事の改

善、工夫や政策機能の強化等につい

て、更に画期的な実績の向上を期待

したい。 

○定員・給与等の適正管理をはじ

め、ご意見の取組については、大綱

に基づき、計画的に推進してまいり

ます。 

４３ 職員定数を削減しているとのこと

だが、関係団体への移行などの結果

であり、実質的に変化していないと

いうことはないか。 

○定数削減は、事務事業の廃止・縮

小、組織の合理化・見直し、事務処

理方法の改善、民間委託などの取組

により進めてまいりました。今後

も、引き続き、適正な定員管理に取

り組んでまいります。 
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４４ 県職員の定員や給与等の現状は適

正だろうか。このままでは将来的に

優秀な人材が確保できなくなるの

ではないか。 

○合理化の取組や行政需要の動向

に応じた適正な定員管理に、引き続

き取り組んでまいります。 
 
○社会情勢が変化する中、将来の県

政運営を担い、一層高度化、複雑化

する課題に対応できる人材を確保

するための職員採用のあり方につ

いて、検討してまいります。 
 

４５ コストのために定数を削減すると

組織の能力が弱体化するので、その

バランスを取ることが大切である。

○団塊の世代の大量退職がピーク

を迎える中、職員の年齢構成の偏り

をなくし安定した組織構成とする

ため、職員の新規採用を一定数確保

しつつ、さらに多様な任用形態の活

用を図ってまいります。 
 

４６ 県議会議員の定数等についても見

直すべきだ。 
○現在、県議会において、議員定数

等調査特別委員会を設置し、県議会

議員の定数・選挙区等に関する調査

を行っています。 
 

４７ 職員の能力を高めることが必要。人

材育成に力を注いでほしい。 
○「あいち人材育成ビジョン」（平

成 18 年 3 月）に基づく各種取組を

さらに進めるとともに、分権・協働

型社会にふさわしい人材の育成と

活用のあり方について検討してま

いります。 
 

４８ 天下りで転勤する毎に何千万円も

の退職金を受取るようなことが許

されてもいいものだろうか。 

○県関係団体へ再就職した職員の

退職金制度につきましては、平成１

１年からほとんどの団体で退職金

制度を廃止し、平成１４年度以降は

すべての団体で廃止をいたしてお

ります。 
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４９ 人事制度の適正な運用を通じて、職

員各自が成長し、組織や地域が活性

化、発展し、それが社会に還元され

るという好循環を生み出すことを

目指していくべきだ。 

○県民の皆様の生活・活動を支え、

将来に向けた地域づくりを進める

ために、持続可能で質の高い行財政

体制の下で、職員の能力を最大限に

発揮する人事管理に努めてまいり

ます。 
 

５０ 税金を投入する以上、施策の成否は

重要であり、施策の立案者、実行者

の責任は明確にする必要がある。 
５１ 不況で完全失業率が 5％を超える

この時代、終身雇用が約束される身

分は他にない。公僕としての期待に

背く人には相応の処分が必要だ。 

○人事評価制度を活用した能力及

び実績に基づく人事管理の徹底を

図ります。 
 
○人事評価結果の反映に当たって

は、メリハリをつけることとし、高

い評価を得た職員に対しては任用、

給与等においてその結果にふさわ

しい処遇を与えるとともに、職務能

力や勤務実績など評価結果が著し

く低い職員に対しては、公務能率の

維持のため分限制度の一層厳正な

運用を図ってまいります。 
 

５２ 監査・検査について、事前に監査・

検査日が通告されており、不正を行

っていても事前に対策が打てるよ

うなことはないか。 

○会計事務の適正を期するため、事

前に通告しない抜き打ちの会計指

導検査を引き続き実施してまいり

ます。 
 
○随時監査（抜き打ち監査）を実施

するなど、監査機能の一層の充実・

強化に取り組んでまいります。 
 
○服務規律やコンプライアンス意

識の徹底を図るため、抜き打ちの監

察を引き続き実施してまいります。
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５３ 職員に公僕としてサービスに努め

るという目線が必要。顧客満足度向

上に向けての対策が必要だ。 

○職員一人ひとりが、公務員倫理を

保持するとともに、親切・丁寧な応

対や公平で毅然とした対応といっ

た全体の奉仕者として当然に求め

られるふるまいを徹底してまいり

ます。 
 
○また、県民サービス向上の視点を

含め、全庁運動として「仕事の質」

向上運動に取り組みます。 
 

５４ 現場における事務改善運動は、業務

に根ざしており、実行も容易だと思

う。その際、いかに現場から改善策

を引き出すかが重要だ。 

○「質の改革」の一環として、これ

までの事務改善運動を抜本的に見

直し、職員一人ひとりが、各職場に

おいて、自主的に日常の仕事の質を

向上させる工夫・改善を行う組織と

なることを目標に、全庁運動として

仕事の質の向上をめざした活動に

取り組んでまいります。 
 

５５ 行革を実現するためには、スピーデ

ィーかつ縦割り意識を排除した取

組が必要。そのためには強力なリー

ダーシップが発揮できる組織を庁

内につくって推進していくべきだ。

また、民間有識者による影響力のあ

る諮問会議の創設を検討してはど

うか。 

○ＰＤＣＡサイクルの中で、新たな

行革大綱に位置づける取組を適切

に進行管理し、着実推進するととも

に、その成果を一層積極的に推進し

てまいります。 
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④個別施策に関する意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

５６ 立て直すのは景気・経済だけでな

く、そこに携わる人の生活や環境で

あるべきだ。 
５７ 早く不況から抜け出せるよう取り

組んでほしい。 
５８ 防犯、パトロールなどの強化を願い

たい。 
５９ 少しでも早く災害復興できるよう

支援策に配慮してほしい。 
６０ 子育て支援に力を入れてほしい。 
６１ 高齢者対策に力を注いでほしい。 

○現在、県では、平成１８年３月の

「新しい政策の指針」策定以降の社

会経済情勢の大きな変化等を踏ま

え、平成２２年（2010 年）から平

成２７年（2015 年）までの地域づ

くりの戦略を再構築し、新たな羅針

盤として、「安心、希望、そして風

格ある愛知へ」を地域づくりの基本

方針とする「政策指針 2010－

2015(仮称)」を策定しております。

 
○ご指摘のご意見は「政策指針

2010－2015(仮称)」の策定や、各

担当部局における施策の推進にお

いて参考にさせていただきます。 
 

⑤「中間とりまとめ」全般についての意見 

番号 意見の概要 県の考え方 

６２ 取組の内容が抽象的であいまいで

ある。 
○数値目標及び個別取組事項を具

体的に記載しました。 
 

６３ 高齢者にとってわかりにくい点が

多い。 
○専門用語に解説を加えたり、個別

取組事項を分かりやすく掲載する

よう努めるなど、工夫いたしまし

た。 
 

６４ グラフやイメージ図を効果的に使

っており、わかりやすくまとめられ

ていると思う。 

○今後も、行革大綱の内容や進捗状

況を県民の皆様に分かりやすくお

知らせするよう努めてまいります。

 
 


